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●はじめに 
 

本事業に取り組む背景には、特別支援学校卒業後における⽣活介護の利⽤について、本人の特性
やニーズに応じた⽇中活動の在り⽅や、学校から通所への円滑な移⾏支援のあり⽅について、さらなる
検討が求められている状況があります。特に、医療的ケアを必要とする重度障害者を含め、多様なニー
ズに対応した支援の質の向上や、卒業後も継続した学びや活動の機会を確保するための仕組みづくりが
重要な課題となっています。 
 当法人ではこれらの点を踏まえ、⽣活介護における⽇中活動を⽣涯学習の視点から⾒直すとともに、
ICT の活⽤や在宅の⽅への訪問型支援の実践などに取り組んできました。また、実践を進める中で、学
校関係者や関係機関との連携を図りながら、移⾏期における支援のつながりや情報共有のあり⽅につい
ても検討を⾏いました。 
 本報告書は、これらの実践を通じて得られた成果と課題を取りまとめたものです。 
 今後は、本事業で得られた知⾒をもとに、各事業所の状況に応じた形での展開や支援のあり⽅につい
ての検討が進むことを期待しています。 
 最後になりますが、本事業の実施に際しご協⼒いただいた関係者の皆様に⼼より御礼申し上げます。 
 

ＮＰＯ法人あいけあ 
理事⻑ 岡安 玲 

 
●ＮＰＯ法人あいけあについて 
 
 ＮＰＯ法人あいけあは、2017 年 10 月に神奈川県川崎市で設⽴されました。2018 年 4 月に多
機能型事業所「i.care」を開所し、⽣活介護および放課後等デイサービスを中⼼に重度障害者や医療
的ケアを必要とする⽅への支援を⾏っています。 
 本法人では、「愛のあるケア」を⼤切にしながら、⾳楽や美術などの表現活動や運動、地域との関わり
などを通して本人主体の⽣活を支えるとともに、⼀人ひとりの⾃⼰実現を目指した支援に取り組んでいま
す。また、通所が難しい⽅に対しては、訪問による支援にも取り組み、⽣活の中での学びや活動の機会
を広げることを目指しています。 
 さらに、学校や関係機関との連携、ボランティアの受け⼊れなどを通じて、地域の中で支え合う関係づく
りにも取り組んでいます。 
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厚⽣労働省令和７年度障害者総合支援事業費補助⾦「特別支援学校卒業後における⽣活介護
利⽤モデルの作成事業」 成果報告 
 
１ 事業の概要 

○本事業は、特別支援学校卒業後の重度障害者に対し、⽣活介護サービスの中で⽣涯学習の機
会を提供するモデルを構築することを目的として実施した。 
○⽣活能⼒の向上および共⽣社会の実現を図ることを目的に、特別支援学校教員経験者の配置
や ICT 機器の活⽤等により、⽣涯学習プログラムを実施した。 
 
○学校卒業後は学びや社会との関わりの機会が減少しやすく、特に医療的ケアを必要とする重度障
害者においては、その傾向が顕著である。このような課題に対し、本事業では⽣活介護における⽇中
活動を単なる「介護の場」としてではなく、「⽣涯にわたる学びの場」として再定義し、継続的に学びと
社会参加を支える仕組みの構築を目指した。 
○その中核として⾳楽活動を位置づけ、⾳楽を通して人との関わりや表現の機会を広げ、⽣活全体
の豊かさにつなげる実践を展開した。 
 
○実施期間は令和７年９月〜令和８年３月である。 

 
２ 対象、実施体制および実施スケジュール 

（１）対象 
○対象は医療的ケアを必要とする重症⼼身障害者等であり、小規模多機能型事業所において実
践を⾏った。 
 
（２）実施体制 
○教育・福祉・⼤学等の関係者による検討委員会を設置し、重度障害者の学びの在り⽅、⾳楽活
動の意義、ICT の活⽤、学校と福祉の接続、さらには事業の普及可能性といった観点から継続的に
助言を受けながら事業を推進した。 
○検討委員と観点 

成田祐子様（ＮＰＯ法人フュージョンコムかながわ・県肢体不⾃由児協会） 
・重度障害者の「学び」について 
・訪問による活動プログラムの提供 

持田訓子様（横浜創英⼤学こども教育学部） 
・⾳楽活動の具体的実践 
・学校での「学び」との連続性 

宮本佳子様（帝京科学⼤学医療科学部） 
・ICT を使った学⽣さんとの交流活動について 
・⼤学との連携の可能性 
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冨士原充様（社会福祉法人円融会ナーシングピア子⺟⼝） 
・他の⽣活介護事業所への普及について 
・福祉と教育の接続 

柴田晴美様（神奈川県⽴中原支援学校） 
・学校での ICT 支援について 
・学校から福祉への移⾏プロセス 

 
 （３）事業実施スケジュール 

９月５⽇ 事業開始（活動プログラムの開発） 
11 月 17 ⽇ 第１回検討委員会 
11 月 17 ⽇ 特別支援学校での ICT の活⽤の事例提供（検討委員会の中で） 
１月 27 ⽇ 第２回検討委員会 

２月６⽇ ⽣活介護職員研修（重度⼼身障害者の⽣涯学習について） 
３月９⽇ 第３回検討委員会・事業実施報告 

３月 20 ⽇ 成果報告会・研修会実施 
３月 31 ⽇ 成果報告書を作成・印刷依頼 

４月 10 ⽇まで 報告書を厚⽣労働省に提出 
 
３ 主な取組内容と成果 

○本事業では、⽣活介護における⽣涯学習の実現に向けて、「⾳楽活動を中⼼とした⽣涯学習プロ
グラムの開発」「ICT を活⽤した交流・学習機会の拡充」「在宅重度障害者への訪問支援モデル」と
いう三つの柱を軸に取組を展開した。 
○このうち特に⾳楽活動を中⼼に検討を進め、個々の利⽤者の状態や特性に応じながら、⽇常的な
活動から社会参加に至るまで⼀貫した学びの流れを⽣み出すプログラムとして検証した。 

 
（１）⾳楽活動を中⼼とした⽣涯学習プログラムの構築 

○本事業における⾳楽活動は、単なる余暇活動ではなく、重度障害者にとっての⽣涯学習の中核と
して位置づけられるものである。⾳楽は、言語的なコミュニケーションが難しい場合であっても、⾳やリズ
ム、振動などを通して直接的に働きかけることができ、情緒の安定や反応を引き出し、さらには他者と
の関係形成を促す⼒を持っている。 
○本事業では、⾳楽活動を通して「⽣活を豊かにする」「表現や意思表出を広げる」「人とつながる」と
いう三つのねらいを設定し、利⽤者が主体的に関わることのできる活動として次の 4 つのカテゴリーで体
系化し年間の活動計画を⽴てた。 

①⽇常の⾳楽活動 
②⾳楽療法 
③来訪者との活動 
④地域交流活動 
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○取組のひとつとして、⽇常的な⾳楽活動に加え、講師を招いて月１回の⾳楽療法を実施した。 
○⾳楽療法では、導⼊から合奏、歌唱、終了まで⼀定の流れを設けることで、安⼼感と⾒通しを⽣
み出し、利⽤者が主体的に関わりやすい環境を整えた。 

 
○トーンチャイムや打楽器などを⽤いた合奏では、それぞれの身体状況に応じた参加⽅法を⼯夫する
ことで、小さな反応や動きも「参加」として捉え、活動への参加を促した。 
○支援においては、安⼼できる環境の確保、参加の⼯夫、小さな反応の受容、成功体験の積み重
ね、体調への配慮といった点を重視した。 
○特に、「できることを増やす」こと以上に、上記のような「感じること」「楽しむこと」を⼤切にする姿勢
が、活動の質を⾼める上で重要であることが確認された。 
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○地域交流として実施したコンサートは、障害の有無に関わらず人々が同じ場で⾳楽を楽しむ機会が
⽣まれ、参加者からは安⼼感や満⾜感に関する声が多く寄せられた。 
○この取組は、本人だけでなく家族にとっても外出や社会参加のきっかけとなり、⽣活の広がりをもたら
した。 

 
○⾳楽活動は、交流機会の創出や外出の促進、制作活動への発展など、多⾯的な効果をもたら
し、⽣活全体の充実につながる取組となった。 
 

（２）ICT 活⽤による交流・学習機会の拡充 
○ICT の活⽤により、⼤学⽣とのオンライン交流や歌のオンラインレッスン等を実現することができた。 
○これらの活動を通じて全国の事業所との交流機会を創出し、社会参加の機会拡⼤につながった。 
 
○実践のひとつとして⼤学の授業と連携しオンライン（Zoom）を活⽤した学⽣との交流を実施した。 
○事前学習を踏まえ、⾃⼰紹介や⽇中活動の紹介に加え、学⽣が企画した北海道旅⾏をテーマと
したプレゼンテーションによる疑似体験などを取り⼊れた交流を⾏った。 
○学⽣にとっては理解を深める機会となり、利⽤者にとっても外部との関わりを通じた活動の広がりにつ
ながった。 
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○利⽤者への効果としては、画⾯越しの呼びかけや働きかけに対して表情の変化や視線の向け⽅の
変化が⾒られ、他者への関⼼や反応性の⾼まりが確認された。 
○また、同年代の学⽣との関わりを通して、活動への期待感や参加意欲の向上が⾒られ、⽇常活動
における主体性の変化にもつながっている。 
○さらに、ICT の活⽤により、これまで接点の少なかった外部の人との関係構築が促進され、社会との
つながりを実感する機会の拡充が図られた。 
○学⽣にとっては支援の⼯夫によって関わりの可能性が広がることを実感し、チームで支える重要性を
学ぶ機会となった。 
 
○ICT の活⽤により距離の制約を超えた交流が実現し、活動プログラムの中で継続的に展開可能な
取組であることが⽰された。 
 

（３）在宅重度障害者への訪問支援モデルの試⾏ 
○通所が困難な利⽤者に対し、訪問支援による活動プログラムの提供を試⾏した。 
○また、通所を希望する利⽤者に対し、訪問支援と通所を組み合わせた支援を実施した。 
○さらに、⽣活介護の職員による訪問型支援の試⾏により、⽣活介護で実施しているプログラムを在
宅においても提供することが可能となり、通所が困難な場合でも継続した活動の機会の確保につなが
る可能性が⽰された。 

○これらの取組により、在宅で⽣活する重度障害者に対しても学びの機会を提供できることが確認さ
れ、支援の柔軟性が向上した。 
○このモデルは、今後の重度障害者支援において重要な役割を担う可能性を持つものである。 

 
４ 課題 

○本事業で構築した⽣涯学習モデルについては、その有効性が確認された⼀⽅で、他の⽣活介護事
業所へ普及していくための具体的な⼿法や仕組みについては、引き続き検討が必要である。 
○特に、特別支援学校から⽣活介護への移⾏期における支援体制の構築、事業モデルの普及に向
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けた支援のあり⽅、ならびに在宅の重度障害者への対応を含めた訪問型支援の制度的位置づけの
整理といった観点について、相互に関連づけながら総合的に検討を進めていく必要がある。 
○また、⽣活介護事業所はその規模や人員体制、利⽤者の障害特性や支援ニーズが多様であるこ
とから、画⼀的な導⼊ではなく、各事業所の実情に応じた柔軟な展開が求められる。 
○さらに、モデルの普及・定着にあたっては、関係機関（学校、相談支援専門員、他事業所等）と
の連携を前提とし、継続的な情報共有と学び合いの機会を確保することが重要であり、こうしたネット
ワークの形成を視野に⼊れた取組の推進が求められる。 
 
(１) 移⾏支援体制の強化 
○特別支援学校から⽣活介護事業所への移⾏においては、学校教育で培われた学びを切れ目なく
引き継ぐため、進路検討段階から移⾏開始、適応・定着、フィードバックに至るまでの⼀連のプロセスを
通じた支援体制の強化が求められる。 
○現状においても⼀定の連続性は確保されているものの、移⾏期における情報共有や支援⽅針の⼀
貫性の確保には課題が残されている。 
○特に、学校における個別の教育支援計画と、福祉サービスにおける個別支援計画との連続性を担
保することが重要である。 
○その中で、相談支援専門員が関与することにより、学校・事業所等関係機関の間での調整が円滑
に進むことが期待される。 
○関係機関が連携した⼀貫性のある移⾏支援を実施することが、円滑な移⾏の実現に向けて必要
である。 

 
（２）他の⽣活介護事業所への普及 
○本モデルの普及に向けては、事業所間および学校との連携を強化し、職員同士の交流や学び合い
の機会を拡充していく必要がある。 
○その第⼀歩として相互の⾒学や実践の共有を通じて、取組内容や支援⽅法への理解を深めること
が考えられる。 
○また、学校職員が複数の事業所にボランティアとして関わることは、関係構築や実践の共有を促す
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⼀つの⽅策として考えられ、活動プログラムの提供や支援⽅法の提⽰を通じて、新たな気づきが得ら
れる可能性がある。 
○各事業所の規模や人員体制、利⽤者像の違いを踏まえつつ、それぞれの実情に応じて実践可能
な形でモデルを展開していくための支援体制の構築が求められる。 

 
（３）重度障害者へのアプローチ 
○訪問型支援により通所が困難な場合においても継続した関わりを持つことができ、⽣活の中での活
動や学びの機会の確保につながる点が確認された⼀⽅で、現⾏制度においてはその位置づけが⼗分
とは言い難く、支援の継続性や安定性の確保に課題がある。 
○また、現在は通所が可能な利⽤者であっても、状態の変化等により将来的に在宅⽣活へ移⾏する
可能性があることを踏まえ、通所と訪問の双⽅を視野に⼊れた支援体制の検討が必要である。 
 
○今後は、在宅においても⾃⼰実現につながる活動プログラムの提供による⽣涯学習の機会が確保
されるよう、訪問型支援の制度的な位置づけの整理やサービス内容の検討が求められるとともに、支
援の質を担保するため、専門性を有する人材の確保および育成が重要である。 

 
６ 今後の⽅向性 

○本事業により、⽣活介護における⽣涯学習の実践モデルとして、⾳楽活動を例とした活動プログラ
ムの有効性が⽰されるとともに、ICT の活⽤や地域交流、訪問支援を組み合わせることで、重度障害
者の社会参加および学びの機会を多⾯的に拡充できることが明らかとなった。 
 
○特別支援学校における活動が学習⼿段として⽤いられることが多いのに対し、⽣活介護では⽣活
の充実や⾃⼰実現としての側⾯が強い。この違いを踏まえつつ、学校での学びを継承しながら、福祉
の場においては継続性と⼼地よさを重視するという両⾯の視点が重要である。 
 
○今後は、⽣活介護施設が活動の中で⽣涯学習機会の継続的提供を図るとともに、通所と訪問を
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組み合わせた柔軟な支援体制の構築や、学校・福祉・地域が連携した切れ目のない学びの仕組み
の実現を目指す必要がある。 
 
○本モデルの普及および制度化に向けた検討を進めることにより、重度障害者が地域の中で⽣涯に
わたり学び続けることができる環境の整備と制度の充実が進むことを期待したい。 
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●検討委員会の実施 
 
第１回 令和７年 11 月 17 ⽇(月)13:00-14:00 オンライン 
①⾳楽活動について 

・学校の⾳楽授業の延⻑線上で、⽣活場⾯に⾳を取り⼊れて豊かさを拡げることを主眼に実施 
・集団で「⾳を楽しむ」を重視し、補助具の⼯夫で主体的な動きを引き出す 
・スタッフも共に楽しみ、場の⼀体感を醸成 
・トーンチャイム⼀式の充実、電子ピアノの導⼊により⾳楽療法の質を向上 

②学校・⼤学・地域連携 
・神奈川県⽴中原支援学校・周辺事業所での移⾏支援ネットワークを形成（川崎市内での狭域連
携からモデル化へ） 
・帝京科学⼤学とのオンライン交流︓12 月初旬に学⽣企画のプログラムをオンラインで共同実施予
定（動画記録・共有も検討） 
・地域イベントとして施設ホールでの合同⾳楽会など、外部に開く活動を検討 

③ICT 活⽤ 
・訪問事業 iPad をスイッチ操作での楽器演奏／ゲーム操作を実現 
・覚醒低下がある場⾯でも ICT 刺激で主体的反応が⽣起（例︓インベーダーゲームへの⾼集中、
独⾃の攻略⾏動の発現） 
・ICT は「⾃⼰決定（選択・意思表⽰）」の支援に有効で、卒業後の余暇・学びにも継続可能性が
ある 

④⽅針の共有 
・今年度は「既存プログラムの充実と⾒える化」を優先し過度な拡張は⾏わない 
・⽣活介護における多様で質の⾼い学習的プログラム」の実態を前⾯に出して普及啓発する 
・地域連携の試⾏を年内・年度内で可能な範囲から着⼿ 
・訪問̶通所のハイブリッド事例を整理し、移⾏支援・参加拡⼤のモデルに反映 
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第２回 令和８年１月 27 ⽇(⽕)11:00-12:00 オンライン 
①⾳楽活動の実践報告 

・地域交流コンサートイベントを実施（令和７年 12 月 13 ⽇(⼟)「Dreamweaver Live 2025」
於川崎市国際交流センター） 
成果︓ボランティア 22 名（うち半数が学⽣）による充実した運営、利⽤者による⾃発的なステージ
参加と⾳楽表現、参加者からの肯定的フィードバック（初めての外出体験となった事例、通常のコン
サートに⾏けない⽅も楽しめる環境構築等） 
課題︓幼児層への⼀層のアプローチが必要、地域への情報発信強化 
・施設内コンサート及び楽器体験 
複数の⾳楽プログラムを実施し、⽣の楽器に触れる機会を提供した 
実績︓アマチュアオーケストラによる弦楽器体験、⾳楽家ユニット「asu*hana」による複数回公演、
「まのかトリオ」によるクリスマスコンサート 

②学⽣とのオンライン交流プログラム 
・帝京科学⼤学の授業の⼀環として、学⽣グループによるオンライン交流を実施 
・プログラム内容︓第 1 回︓相互⾃⼰紹介と事業所の紹介/第 2 回︓学⽣企画による「北海道旅
⾏」テーマの参加型交流 
・学⽣の学び︓振り返りレポートから、「個人で取り組むのではなく、チームで対応すること」「環境や⽅
法を整えることで、できないと思っていたこともできる可能性がある」等の気付きが記録された 
・効果︓福祉専攻外の学⽣にとって重要な学習機会、将来の職業選択時における包括的なアプロ
ーチ思考の形成、利⽤者にとっては同年代の若者との交流による刺激 

③総括 
・オンライン・オフラインの双⽅を活⽤した交流事業により、利⽤者・学⽣・地域社会の三者にとって有
意義な学習機会と社会参加の場が創出された 
・⾳楽活動を通じた包括的なアプローチは、障害の有無を超えた共⽣社会の実現に向けた具体的な
取り組みとして評価される 
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第３回 令和８年３月９⽇(月)13:00-14:00 オンライン 
※⾒えてきた課題について協議 
①学校との接続 …進路決定からの移⾏支援／個別の教育支援計画から個別支援計画へ 

・学校から移⾏時に引き継がれる資料は、個別の教育支援計画（⾼等部 3 年間の⻑期的視点）
と個別の指導計画（毎学期作成） 
・事業所は、受領資料を基に当⾯の枠組みを再現しつつ、現場での観察・アセスメントを併⽤ 
・引継ぎ書類の有効性を⾼めるために事業所→学校への能動的フィードバックがあるとよい 

②他の⽣活介護事業所への普及 …職員同士の交流・学び合い／学校職員のボランティア 
・⼤学との連携については、ICT 活⽤により地理的制約を超えた協働は有望。授業外期間の現地訪
問や第三の会場での合同実施も選択肢としてある 
・事業所連名で受⼊先リストを作成し、特別支援学校や⼤学に提⽰（顔の⾒える関係づくり）する
ことによりボランティア参加を促進 
・事業所間の連携はまず相互⾒学から開始し、⽇常プログラムにおける「職員の交換留学」で機会を
拡充するとよい 

③重度障害者へのアプローチ …現在通所できている人が在宅になる可能性＝訪問事業の充実 →
制度化 

・訪問籍卒業⽣が訪問型学びを選択する事例が増加している 
・助成⾦を活⽤し制度化に向けて粘り強く実践と発信を継続したい 
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●事業成果報告会の実施 
○令和８年３月 20 ⽇(⾦・祝)14:00-16:00 オンライン 
○参加者 30 名 
○報告内容 

・本事業は、特別支援学校卒業後の重度障害者に対し、⽣活介護における⽣涯学習機会の提
供モデルを構築することを目的として実施した。 
・医療的ケアを必要とする重症⼼身障害者等を対象に、小規模多機能型事業所において⾳楽活
動を中⼼としたプログラムを体系的に実施した。 
・⾳楽療法、外部講師による活動、オンライン交流等を通じ、情緒の安定やコミュニケーションの促
進、⽣活の質の向上が確認された。 
・また、ICT を活⽤した他地域事業所との交流により、社会参加機会の拡⼤が図られた。 
地域コンサートや外出活動の実施により、家族を含めた⽣活の広がりにも効果がみられた。 
・さらに、通所困難な在宅重度障害者に対して訪問支援モデルを試⾏し、柔軟な支援形態の可
能性を確認した。 
・本事業により、⽣活介護における⽣涯学習プログラムの具体的モデルを提⽰することができた。 
・⼀⽅で、特別支援学校から⽣活介護への移⾏支援体制の強化や、相談支援専門員を含めた
連携の必要性が課題として明らかとなった。 
・今後は、本モデルの他事業所への普及および訪問支援を含めた支援体制の充実に向け、制度
的検討と地域連携の推進が求められる。 

 
○実施後の参加者アンケートから 

・満⾜度・理解度・実践への有⽤性のいずれにおいても全回答者が肯定的評価を⽰し、事業の目
的や取組の意義が広く共有された。 
・報告内容や運営⾯も概ね適切との評価が多く、今後の参加意向から期待の⾼さがうかがえた。 
・⾃由記述では、具体的な実践事例への関⼼や、学校卒業後の学び・社会参加の機会の重要
性への共感が多く寄せられ、事業の継続や制度化、円滑な移⾏支援に向けた⽰唆が得られた。 
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●公開研修会の実施 ２回（同内容） 
○令和７年２月６⽇(⾦)13:30-14:30 神奈川県⽴中原支援学校にて（⽣活介護事業者対
象） 
○令和８年３月 20 ⽇(⾦・祝)15:20-16:00 オンライン（成果報告会の中で） 
 
○テーマ︓「重度⼼身障害者の⽣涯学習について」 
○講師︓成田裕子様（ＮＰＯ法人フュージョンコムかながわ／県肢体不⾃由児協会 理事⻑） 

 
○内容 

①はじめに 
・特別支援学校卒業後、重度障害・医療的ケアにより通所困難な⽅が⼀定数存在 
・介護支援は継続するが、学習・⾃⼰実現・社会参加の機会が途切れる 
・結果として孤⽴や⽣活不安定につながるケースがある 

②事業概要（訪問型学習支援） 
・⾃宅・施設等への個別訪問 
・ICT 活⽤、創作活動、社会参加学習等を実施 
・月 1 回〜週 1 回、通所併⽤も可 

③効果 
・意思表出の拡⼤ 
・情緒の安定・⽣活リズム改善 
・社会参加意識の向上 
・家族負担の軽減 
※学びは「余暇」ではなく、⽣きることに直結する支援である。 

④課題 
・制度的位置づけがなく、助成⾦・持ち出し運営 
・人材不⾜により拡⼤困難 

⑤提案 
・⽣活介護事業と連動した訪問学習の制度化 
・⾃治体委託事業としての位置づけ 
・計画相談における学習支援の明確化 
・訪問型学習支援は通所困難者にとって不可⽋な社会資源であり制度的整備が必要である 
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●成果報告会 資料 
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